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現在、日本において、女性の活躍促進が成長戦略の中核に位置づけられて
いる。これまで自主的取組に委ねられてきたポジティブ・アクションの実効
性を高めるために、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女
性活躍推進法）」によって、平成 28年 4月より、事業主は女性の管理職比率
の把握・分析を行い、数値目標や取組を行動計画に盛り込むことを義務づけ
られた。
一方、平成 27年 4月より「子ども・子育て支援新制度」が開始され、認
可事業として「事業所内保育」も施設型給付の対象になるなど、地域や事業
所の両立支援も変革の渦中にある。しかし、早急な解決策と成果を求める政
府の動向もあって、現場は、待機保育児対策、男性の育児休業取得などの数
合わせ的な対応に追われている状況がある。
国の国際経済力の強化のために、女性がその力を存分に発揮することが不
可欠とされ、男女共同参画の実現に向けた様々な取組が行われるようになっ
た。その一方、各種の指標や統計データでは、女性はいまだ十分にその能力
を発揮できておらず、「眠れる資源」「潜在力」「含み資産」といった表現によっ
て示される状況である。
教育分野においては、大学・大学院生に占める女性の比率は増えたが、そ
れに比べて女性教員や研究者の増加は遅れている。OECDの国際比較調査
（2010年）では、日本の大学型高等教育機関の卒業生に占める女性比率は
44％であるのに対し、同教育機関における女性教員の比率は 17.1％である。
後者のOECD各国平均は 40.9％であり、日本のこの数値は最低レベルに位
置する（OECD 2012：93, 541）。そのため国は「第 4次男女共同参画基本計画」
（平成 28年～ 32年）において、平成 32年までに大学教員に占める女性の割合を、
教授等で 20％、准教授で 30％とする成果目標と期限を定めた。
この目標の実現のために最も努力が必要とされているのが国立大学である。
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平成 27年度学校基本調査によれば、国・公・私立あわせた日本の大学教員
（182,723人）に占める女性の比率は 23.2％（42,433人）である。これを国立
大学教員（64,684人）に限定すると 15.9％（10,258人）に下がる。国立大学
は、日本における研究者養成の中核を担っており、そこで何らかのパイプラ
インの漏れが起きていることが想像される。国立大学協会は、平成 11年 11

月に「男女共同参画に関するワーキンググループ」を設置し、調査・提言・
アクションプランを作成しモニタリングを継続してきた。平成18年度からは、
文部科学省によって「女性研究者支援モデル育成事業」（平成 23年度からは「女
性研究者研究活動支援事業」、平成 27年度からは「ダイバーシティ研究環境実現イニ
シアティブ」）が実施されている。平成 26年度までに、全採択・選定 99機関中、
56校の国立大学がこの事業によって取組を行ってきたが、女性教員比率の
増加は遅い。どのような政策的関与や組織改革によって、大学における女性
教員比率は高まるのであろうか。
このような問題意識に基づき、本研究では、カナダの大学における女性の
学生・教員の進出について、国や州の公共政策との関係から明らかにする。
先行研究では、女性政策は、市場が牽引するアメリカ型と、国家主導による
欧州型に分類され、日本とカナダは後者に属する。カナダは、1980年代前半に、
学士課程在学者数において女性の数が男性を上回った。大学院博士課程学位
取得においても、工学系分野を除き、男女格差をおおよそ解消している。大
学教員に占める女性の比率については、日本が政策目標として掲げる 30％
を 2000年代前半に達成している。
しかし、1960年代においては、同国においても女性教員の比率は現在の
日本とほぼ同じく 15％以下であった。その後、約 50年をかけて、現在の
35％超に辿りついた。どのような経緯によって、このような展開が可能に
なったのであろうか。カナダには約 90校の学位授与型の大学があり、これ
らはほとんどが州の公費大学である。カナダの女性政策と大学改革との歩み
を明らかにすることで、日本の課題である国立大学における男女共同参画の
推進に何らかの有意義な視点を得ることができるのではないかと考える。
本研究では、カナダの大学における女性の学生・教員の進出に影響を与え
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た三つの政策的関与（女性の地位に関する政府調査委員会、雇用公平法、両立支援
政策）を考察する。序章においては、本研究の意義と研究方法について述べ
ている。はじめに、本研究の関心の背景にある日本の大学における男女共同
参画、とりわけ、女性教員・研究者の状況について課題を明らかにする。次
に、カナダの大学と女性政策研究の動向と枠組み、三つの政策を取り上げて
考察する意義と方法について述べていく。カナダにおいても 1960年代以降
の女性政策と大学改革の歩みを通史的に考察した研究は乏しい。本研究で得
られる知見は、日本の政策課題に対して示唆に富むばかりでなく、自国を対
象とする研究蓄積の薄いカナダ高等教育研究においても資するものと考える。
第 1章では、女性の地位（向上）についての国の推進方針策定の時代（1960

年代後半～ 70年代）を考察する。はじめに、社会的背景として女性と教育に
ついての政策に影響を与える国際的な枠組みである国連「女子差別撤廃条約」
などの動向について論ずる。そして、国際社会に影響を受けてカナダ政府が
設置した「女性の地位に関する政府調査委員会」の内容とその意義、女性運
動並びに理論的背景を明らかにする。各種政府統計や大学の報告書に基づき、
カナダの大学において「女性の地位」という政策概念を柱に改革が進められ
たことを明らかにする。
第 2章では、憲法をはじめとするカナダ法の改革が進められた 1980～

1990年代における「雇用公平法」の成立とその後の政策展開、大学の対応
について考察する。人権法制の整備を背景に、他の社会的マイノリティとと
もに、女性教員・研究者の雇用における平等化政策が進められたことを明ら
かにする。
第 3章では、主に 2000年以降の連邦・州政府の実施するワーク・ライフ・
バランス政策と大学の取組について考察する。仕事と生活の調和のためのプ
ログラム、とりわけ子育て支援制度は州の政策によって大きく異なっている。
ケベック州においては、特に 2000年頃から先駆的な政策が行われているため、
その内容と政治・行政的背景について論じる。また、いずれの章においても、
国や州の公共政策を受けて、各大学がどのような改革を行っていったかとい
うことを具体的な事例を取り上げて考察していく。
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日本でも、1999年の男女共同参画社会基本法の成立、2006年の男女雇用
機会均等法改正、2010年の育児・介護休業法の改正など、男女共同参画を
促進する国の施策が実施されている。また、科学技術基本計画による科学・
学術政策や、国立大学法人化以降の中期目標・中期計画策定において男女共
同参画が重視されている。日本の大学が科学・学術の発展拠点として、その
役割を最大限発揮して男女共同参画を進めていくために、本研究の知見がさ
さやかながらも役立つことができれば幸いである。
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